
施策の概要
障害者に対するサービスの計画的な整備、就労支援の強化、地域生活への移行の推進等を通じ、障
害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指す

（現状分析（施策の必要性））
　　平成１８年１０月より障害者自立支援法を完全施行し、施設・事業体系の再編や就労支援策の充実等の抜
本的改革を行った。（別添参照）同法における利用者負担については、原則一割の負担ではあるが、月額負担
上限の設定や、収入・預貯金の少ない方に対するきめ細やかな配慮措置を講じている。施行後においては、利
用者負担に対する意見等を踏まえ、本改革をより円滑に推し進めるための様々な措置を講じているところであ
り、今後とも、就労支援や地域移行などを中心とした、法の趣旨に即した取組を進めていく必要がある。

（有効性）
　　障害者自立支援法の施行により、一般就労への移行を支援する就労移行支援事業を創設するなど日中活
動系サービスを充実などの体制整備を進めるとともに、地域における生活の場としてグループホーム・ケアホー
ムの整備の充実させるなどの施策を実施している。これらの施策により、障害者の地域における自立を支援し、
障害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図っている。

（効率性）
　　各市町村・都道府県においては、障害者等の数やその障害の状況等地域の実情を踏まえて作成した障害
福祉計画において数値目標を設定し、一般就労に移行するための基盤整備や地域における居住の場としての
グループホームやケアホームの整備など障害福祉サービスの計画的な整備を計画的・効率的に進めている。
　また、地域の障害者の実情やニーズに即した社会参加を促進するための支援として、地域生活支援事業をメ
ニュー事業として実施している。

（総合的な評価）
　　各市町村・都道府県においては、障害者自立支援法に基づき障害者等の数やその障害の状況等地域の
実情を踏まえて作成した障害福祉計画をもとに、障害者の地域での生活基盤等の整備が効率的に進められて
おり、この結果、グループホーム・ケアホームの利用者数が毎年着実に増加している。
　また、障害者や事業者のおかれている状況を踏まえ、平成１９年度中に、①低所得者を中心として利用者
負担の負担上限額の更なる引き下げ等の利用者負担の見直し、②通所サービスにかかる単価の引き上げ
等の事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備にかかる財政支援といった内容を盛り込んだ
「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」を決定、平成２０年度に向けて予算措置を行ったと
ころである。
これらの取り組みにより、施策目標の達成に向けて着実に進展していると評価できる。
（※太字部分は重点評価課題該当部分）

【評価結果の概要】
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平成２０年度実績評価書要旨

政策体系上の位置付け
障害者の地域における自立を支援するため、
障害者の生活の場、働く場や地域における支
援体制を整備すること

評価実施時期：平成２０年８月
担当部局名：障害保健福祉部企画課、障害福祉課、精神・障害保健課、
　　　　　　　　企画課自立支援振興室

基本目標Ⅷ
　障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する
社会づくりを推進すること
施策目標１
　必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を整備し、障
害者の地域における自立を支援すること（Ⅷ－１－１）

施策名

ⅰ 施策目標の終了・廃止を検討（該当する場合に○）
ⅱ 施策目標を継続（該当する場合に次のいずれか１つに○）
（イ）施策全体として予算規模の縮小等の見直しを検討
（ロ）見直しを行わず引き続き実施
（ハ）施策全体として予算の新規要求、拡充要求等の見直しを検討
ⅲ 機構・定員要求を検討（該当する場合に○）

（理由）
個別目標１については、自立支援法に基づき、地域の実情を踏まえた障害福祉計画に

基づきサービスの基盤整備が進んでいると評価できることから、引き続き施策目標とし
て継続していく。

個別目標２については、工賃倍増５か年計画に基づき実施する事業に対して支援を行
う工賃倍増計画支援事業の実施などにより、今後着実に効果が現れてくると考えられて
おり、引き続き、施策目標として実施することとする。

個別目標３については、障害者の社会参加を促進するため、地域生活支援事業におい
て、コミュニケーション支援等の様々な支援を行っており、市町村における事業の実施
体制整備が着実に進んでいると評価できるため、引き続き施策目標として継続する。

個別目標４については、精神科救急医療センターの整備が着実に増加しており、現行
の事業が有効に機能していると評価できるため、施策目標として実施することとし、な
お一層の整備を図ることとする。



記載事項（抜粋）

「工賃倍増５か年計画」による福祉的就労の底上げ
授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるとともに、一般雇用への移行の準備を進めるた
め、『｢福祉から雇用へ」推進５か年計画』の一環として、産業界等の協力を得ながら、官民一
体となった取組を推進。
①「工賃倍増５か年計画」を全国で策定、推進
・平成１９年度中にすべての都道府県において「工賃倍増５か年計画」を策定。関係行政機関や
地域の商工団体等の関係者を挙げた協力の下、５年間で平均工賃の倍増を目指す。
②企業的な経営手法の活用
・民間企業の有するノウハウや技術を積極的に活用。このため、コンサルタントの派遣、企業Ｏ
Ｂの紹介・あっせん等により、商品開発や市場開拓、障害者が能力を発揮でき作業効率の向上に
つながる職場環境の改善等を推進。
③工賃水準の確保につながる企業からの発注に対する措置
・障害者雇用促進法による、障害者に対する企業からの仕事の発注を奨励する仕組みについて、
対象となる福祉施設の範囲を拡大して運用し、工賃水準の確保と一般雇用への移行に取り組む福
祉施設への仕事の発注を奨励。
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「障害者自立支援については、お年寄りや障害者の立場に立ったきめ細かな対応を行ってまいり
ます。」
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【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

（実績評価書の「３．施策目標に関する評価」の「施策目標に係る指標」欄を転記）

施政方針演説等

施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
今後集計予定１ グループホーム・ケアホームの月 2.4 2.8 3.4 3.7

【－】 【－】 【－】 【－】間の利用者数（単位：万人）
（ ． ）４ ５万人以上／平成１９年度

今後集計予定２ 訪問系サービスの月間の利用時間 － － － 316
【－】数（単位：万時間）

（３７６万時間以上／平成１９年
度）

今後集計予定３ 日中活動系サービスの月間のサー － － － 637
【－】ビス提供量（単位：人日分）

（７１３万人日分以上／平成１９
年度）

４ 一般就労への年間移行者数（単位 0.2 － 0.2 － －
【－】 【－】：万人）

（ ． ）０ ９万人以上／平成２３年度
（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、平成１８年度は「新障害者プラン関係保健福祉施策実施状況報告 （社会」

・援護局障害保健福祉部企画課調べ）によるものであり、平成１９年３月の月間の数
値である。

また、平成１７年度以前は 「新障害者プラン関係実績調査 （社会・援護局障害、 」
保険福祉部企画課調べ）によるものであり 「グループホーム」の各年度の数値であ、
る。

なお、平成１９年度の数値は、平成２０年度内に集計予定である。
・指標２は、平成１８年度は「新障害者プラン関係保健福祉施策実施状況報告 （社会」

・援護局障害保健福祉部企画課調べ）によるものであり、平成１９年３月の月間の数
値である。

また、平成１７年度以前は 「訪問系サービス」に当たるものとして比較対照可能、
な数値を示すことはできない。

なお、平成１９年度の数値は、平成２０年度内に集計予定である。
・指標３は、平成１８年度は「新障害者プラン関係保健福祉施策実施状況報告 （社会」

・援護局障害保健福祉部企画課調べ）によるものであり、平成１９年３月の月間の数
値である。

また、平成１７年度以前は 「日中活動系サービス」に当たるものとして比較対照、
可能な数値を示すことはできない。

なお、平成１９年度の数値は、平成２０年度内に集計予定である。
・指標４は、平成１５年度は「社会福祉施設等調査 （大臣官房統計情報部調べ）によ」

り、平成１７年度は「障害福祉計画にかかる報告等の提出について （社会・援護局」
障害保健福祉部企画課調べ）によるが、平成１６、１８、１９年度は調査を実施して
いない。当該指標については、その調査実施の要否や、実施するとした場合の調査方
法等も含め、今後検討する。


